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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表面光起電力法を用いた場合でも、抵抗率の経
時変化を抑制することができるシリコンエピタキシャル
ウェーハの抵抗率測定方法を提供する。
【解決手段】シリコンエピタキシャルウェーハを準備す
る工程ａと、熱可塑性エラストマーを含む材料からなる
第１の基板収納容器内に収納する第１収納工程ｂと、シ
リコンエピタキシャルウェーハの表面に付着した熱可塑
性エラストマーを除去する清浄化工程ｃと、清浄化した
シリコンエピタキシャルウェーハを、熱可塑性エラスト
マーを含まない材料からなる第２の基板収納容器内に収
納する第２収納工程ｄと、清浄化したシリコンエピタキ
シャルウェーハの表面にコロナ放電により静電気を帯電
させ、表面光起電力法によって抵抗率を測定する抵抗率
測定工程ｅと、を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンエピタキシャルウェーハを、熱可塑性エラストマーを含む材料からなる第１の
基板収納容器内に収納する第１収納工程と、
　前記シリコンエピタキシャルウェーハの表面に付着した熱可塑性エラストマーを除去す
る清浄化工程と、
　清浄化した前記シリコンエピタキシャルウェーハを、熱可塑性エラストマーを含まない
材料からなる第２の基板収納容器内に収納する第２収納工程と、
　前記清浄化したシリコンエピタキシャルウェーハの表面にコロナ放電により静電気を帯
電させ、表面光電圧法によって抵抗率を測定する抵抗率測定工程と
を有することを特徴とするシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法。
【請求項２】
　前記熱可塑性エラストマーの除去を硫酸／過酸化水素洗浄で行うことを特徴とする請求
項１に記載のシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法。
【請求項３】
　前記熱可塑性エラストマーの除去をオゾン添加超純水洗浄で行うことを特徴とする請求
項１に記載のシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法。
【請求項４】
　前記熱可塑性エラストマーの除去をプラズマ処理で行うことを特徴とする請求項１に記
載のシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法。
【請求項５】
　前記第１の基板収納容器がＦＯＳＢであり、前記第２の基板収納容器がＦＯＵＰである
ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のシリコンエピタキシャル
ウェーハの抵抗率測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法に関し、特に、表面光電圧
法によって抵抗率を測定するシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　表面光起電力（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｇｅ：ＳＰＶ）法を用いてシリ
コン単結晶ウェーハの抵抗率を測定する装置として、ＱＣ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ社製のＳ
ｕｒｆａｃｅ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅｒ（以下、ＳＣＰと略す）が知られている
。ＳＣＰを用いたＳＰＶ法による抵抗率測定は、抵抗率を繰返し測定する際に抵抗率が経
時変化し、測定当初の抵抗率が維持されないという問題があった。
【０００３】
　上記の問題に対して、特許文献１では、シリコン基板上に成長させたｐ型シリコンエピ
タキシャル層のキャリア濃度を表面光電圧法によって測定する方法において、予めキャリ
ア濃度の経時変化量を求めておき、測定値と経時変化量から真のキャリア濃度を求めるこ
とが提案されている。
【０００４】
　一方、特許文献２には、半導体ウェーハを搬送・保管するために使用されるカセットや
ボックスの材料から発生する有機物が半導体ウェーハ表面に不均一に付着するため、コロ
ナ放電により例えば＋イオンを均一にｐ型半導体の表面に付着させたとしても、元々半導
体ウェーハの表面に不均一に付着している有機物等の極性の影響を受けて相殺または重畳
されてしまい、半導体ウェーハの表面に形成される正味の電荷量が不均一になってしまう
ことが記載されている。
【０００５】
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　その対策として特許文献２では、（１）半導体ウェーハを１００～６００℃に加熱して
有機物を熱的に分解する、（２）紫外線照射により分解除去する、（３）オゾン水溶液の
強い酸化力を用いて有機物を分解除去する、等が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２７０５１７号公報
【特許文献２】特開２００３－３３２１９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１にはＳＰＶ法が開示され、測定値の経時変化が空乏層幅の変化、詳しくはウ
ェーハ表面の電荷の状態の変化によるものであると予想されると記載されているが、空乏
層幅の変化が起きる原因については記載がなく、経時変化の発生を予防する方法の提案も
無い。
【０００８】
　一方、特許文献２では、有機物付着対策として上記（１）～（３）の解決策が提案され
ている。しかしながら、上記（１）～（３）の解決策を用いてもなお、ＳＰＶ法による抵
抗率測定は、半導体ウェーハを搬送・保管するために使用される基板収納容器から発生す
る有機物の影響を受けてしまうという問題があった。これは、有機物を分解除去した後に
、必ずしも直ちに抵抗率測定を行うわけではなく、抵抗率測定を開始するまで、再度基板
収納容器に収容する必要があるためである。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、表面光起電力法を用いた場合で
も、抵抗率の経時変化を抑制することができるシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率
測定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、シリコンエピタキシャルウェーハを、熱可塑性
エラストマーを含む材料からなる第１の基板収納容器内に収納する第１収納工程と、前記
シリコンエピタキシャルウェーハの表面に付着した熱可塑性エラストマーを除去する清浄
化工程と、清浄化した前記シリコンエピタキシャルウェーハを、熱可塑性エラストマーを
含まない材料からなる第２の基板収納容器内に収納する第２収納工程と、前記清浄化した
シリコンエピタキシャルウェーハの表面にコロナ放電により静電気を帯電させ、表面光電
圧法によって抵抗率を測定する抵抗率測定工程とを有することを特徴とするシリコンエピ
タキシャルウェーハの抵抗率測定方法を提供する。
【００１１】
　このように、抵抗率の経時変化の原因である熱可塑性エラストマーを清浄化工程で除去
した上、抵抗率測定までの間、熱可塑性エラストマーを殆ど発散しない第２の基板収納容
器内に収納することで、表面光起電力法の抵抗率測定の際に、シリコンエピタキシャルウ
ェーハの表面に熱可塑性エラストマーが殆ど付着していないので、経時変化が抑制された
抵抗率測定を行うことが可能になる。
【００１２】
　このとき、前記熱可塑性エラストマーの除去を硫酸／過酸化水素洗浄で行うことができ
る。
【００１３】
　このように、熱可塑性エラストマーの除去方法として、硫酸／過酸化水素洗浄を好適に
用いることができる。
【００１４】
　また、前記熱可塑性エラストマーの除去をオゾン添加超純水洗浄で行うこともできる。
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【００１５】
　このように、熱可塑性エラストマーの除去方法として、オゾン添加超純水洗浄も好適に
用いることができる。
【００１６】
　また、前記熱可塑性エラストマーの除去をプラズマ処理で行うこともできる。
【００１７】
　このように、熱可塑性エラストマーの除去方法として、プラズマ処理も好適に用いるこ
とができる。
【００１８】
　このとき、前記第１の基板収納容器がＦＯＳＢであり、前記第２の基板収納容器がＦＯ
ＵＰであることが好ましい。
【００１９】
　熱可塑性エラストマーを含む材料からなる基板収納容器として、ＦＯＳＢを好適に用い
ることができ、熱可塑性エラストマーを含まない材料からなる基板収納容器として、ＦＯ
ＵＰを好適に用いることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、本発明のシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法によれば、
抵抗率の経時変化の原因である熱可塑性エラストマーを清浄化工程で除去した上、抵抗率
測定までの間、熱可塑性エラストマーを殆ど発散しない第２の基板収納容器内に収納する
ことで、表面光起電力法の抵抗率測定の際に、シリコンエピタキシャルウェーハの表面に
熱可塑性エラストマーが殆ど付着していないので、表面光起電力法を用いた場合でも、抵
抗率の経時変化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明のシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法の一例を示す概略工
程図である。
【図２】ＦＯＳＢ内に収納されたシリコンエピタキシャルウェーハの表面に熱可塑性エラ
ストマーが付着する様子を示す概念図である。
【図３】熱可塑性エラストマーが付着した状態で静電気を帯電させたときに形成される空
乏層の様子を示す概念図である。
【図４】シリコンエピタキシャルウェーハを気相成長装置から取り出してから測定を開始
するまでの経過時間と、測定された抵抗率との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　前述のように、特許文献２では、経時変化の原因となる有機物付着対策として上記（１
）～（３）の解決策が提案されているが、上記（１）～（３）の解決策を用いてもなお、
ＳＰＶ法による抵抗率測定法は、半導体ウェーハを搬送・保管するために使用される基板
収納容器から発生する有機物の影響を受けてしまうという問題があった。
【００２３】
　そこで、本発明者は、表面光起電力法を用いた場合でも、抵抗率の経時変化を抑制する
ことができるシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法について鋭意検討した。
その結果、抵抗率の経時変化の原因である熱可塑性エラストマーを清浄化工程で除去した
上、抵抗率測定までの間、熱可塑性エラストマーを殆ど発散しない第２の基板収納容器内
に収納することで、表面光起電力法の抵抗率測定の際に、シリコンエピタキシャルウェー
ハの表面に熱可塑性エラストマーが殆ど付着していないので、経時変化が抑制された抵抗
率測定を行うことが可能になることを見出し、本発明をなすに至った。
　ここで、経時変化とは、シリコンエピタキシャルウェーハが基板収納容器内に収納され
ている間の経時変化も含むものとする。
【００２４】
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　以下、本発明について、実施態様の一例として、図を参照しながら詳細に説明するが、
本発明はこれに限定されるものではない。
【００２５】
　本発明のシリコンエピタキシャルウェーハの抵抗率測定方法の一例を、図１を用いて説
明する。
【００２６】
　まず、シリコンエピタキシャル層を例えば直径３００ｍｍのシリコン単結晶基板上に気
相成長して得られるシリコンエピタキシャルウェーハを準備する（図１（ａ））。
【００２７】
　次に、シリコンエピタキシャルウェーハは、保管または搬送のために、熱可塑性エラス
トマーを含む材料からなる第１の基板収納容器内に収納される（図１（ｂ）：第１収納工
程）。第１の基板収納容器として、例えば、ＦＯＳＢ（Ｆｒｏｎｔ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｓ
ｈｉｐｐｉｎｇ　Ｂｏｘ）を用いることができる。
【００２８】
　図２に示される基板収納容器ＦＯＳＢ１０は、有底角筒型の外箱１と、複数枚の半導体
ウェーハを整列収納し外箱１内に収容される角筒型の内箱２と、パッキン３を介して外箱
の開口上面を開閉する蓋体４と、蓋体４の内面に装着されてシリコンエピタキシャルウェ
ーハ２０のガタツキを抑制防止する押さえ体５とを備えている。
【００２９】
　外箱１、内箱２、蓋体４の組成物としては、機械的強度、成形性、透明性、耐熱性、寸
法安定性に優れる樹脂が好ましく、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテ
レフタレート、ポリカーボネートなどのポリエステル類等が使用される。
【００３０】
　一方、パッキン３と押さえ体５は弾性を有する熱可塑性エラストマーが使用され、例え
ば、ハード成分がポリエステル、ソフト成分がポリエーテルで構成される。ＦＯＳＢ１０
を構成する樹脂はいずれも絶縁性であり、静電気を帯び易い。また、熱可塑性エラストマ
ー６はその成分が揮発し易く、ＦＯＳＢ１０内に収納されたシリコンエピタキシャルウェ
ーハ２０の表面に付着する（図２参照）。その結果、シリコンエピタキシャルウェーハ２
０の表面に熱可塑性エラストマー６の付着した領域は、静電気を帯びるようになる。
【００３１】
　例えば図３に示すように、シリコン基板２１上にｐ型のシリコンエピタキシャル層２２
が形成されたシリコンエピタキシャルウェーハ２０の表面に熱可塑性エラストマー６が付
着した状態でコロナ放電によりプラスの静電気を帯電させると、熱可塑性エラストマー６
が厚く付着した領域の静電気量は他の領域の静電気量より高くなり、その下に厚めの空乏
層７が形成される。その結果、ＳＰＶ法により測定されるシリコンエピタキシャル層の抵
抗率は実際の抵抗率よりも高めの値となる。
【００３２】
　そこで、ＳＰＶ法により測定する前に、シリコンエピタキシャルウェーハ２０の表面に
付着した熱可塑性エラストマー６を除去する（図１（ｃ）：清浄化工程）。
　この場合、熱可塑性エラストマーの除去を、例えば、硫酸／過酸化水素（ＳＰＭ）洗浄
で行うことができる。このように、熱可塑性エラストマーの除去方法として、硫酸／過酸
化水素洗浄を好適に用いることができる。
　また、熱可塑性エラストマーの除去を、例えば、オゾン添加超純水洗浄で行うこともで
きる。このように、熱可塑性エラストマーの除去方法として、オゾン添加超純水洗浄も好
適に用いることができる。
　また、熱可塑性エラストマーの除去を、例えば、プラズマ処理で行うこともできる。こ
のように、熱可塑性エラストマーの除去方法として、プラズマ処理も好適に用いることが
できる。
【００３３】
　熱可塑性エラストマーの除去において硫酸／過酸化水素（ＳＰＭ）洗浄を行う場合には
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、例えば、濃硫酸に過酸化水素を例えばＨ２ＳＯ４：Ｈ２Ｏ２＝４：１の割合で添加した
溶液中にシリコンエピタキシャルウェーハ２０を浸漬することにより、その表面に付着し
た熱可塑性エラストマー６を酸化分解することができる。ＳＰＭ洗浄後、パーティクル対
策として、アンモニア／過酸化水素（ＳＣ－１）洗浄等を組み合わせてもよい。
【００３４】
　熱可塑性エラストマーの除去においてオゾン添加超純水洗浄を行う場合には、例えば、
電気分解でオゾン濃度を例えば２～３０ｐｐｍに調整した超純水を、ノズルから自転する
シリコンエピタキシャルウェーハ２０上に供給することで、ウェーハ表面に付着した熱可
塑性エラストマー６を酸化分解することができる。その後、オゾン添加を止めて超純水で
リンスし、オゾン添加超純水と酸化分解物を洗い流す。
【００３５】
　熱可塑性エラストマーの除去においてプラズマ処理を行う場合には、例えば、加熱した
シリコンエピタキシャルウェーハ２０上に励起状態の酸素（すなわち、酸素ラジカル）を
照射し、励起状態の酸素をウェーハ表面に付着した熱可塑性エラストマー６と結合させて
酸化し、熱可塑性エラストマー６を蒸気圧の高いＨ２Ｏ、Ｏ２、Ｈ２、ＣＯ、ＣＯ２等に
分解する。
【００３６】
　次に、清浄化工程後からＳＰＶ法による抵抗率測定までの間、シリコンエピタキシャル
ウェーハ２０を、熱可塑性エラストマーを含まない材料からなる第２の基板収納容器内に
収納する（第１図（ｄ）：第２収納工程）。
　第２の基板収納容器として、例えば、ＦＯＵＰ（Ｆｒｏｎｔ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｆｉｅｄ　Ｐｏｄ）を用いることができる。
【００３７】
　基板収納容器ＦＯＵＰは、開口した正面から挿入された複数枚の半導体ウェーハを整列
収納する容器本体と、この容器本体の開口した正面に嵌入されてシール状態に閉鎖する着
脱自在の蓋体と、この蓋体に内蔵され、容器本体の開口した正面に嵌入された蓋体を施錠
する施錠機構とから構成されている。
【００３８】
　基板収納容器ＦＯＵＰの容器本体は、炭素繊維あるいはカーボンブラック等の導電性物
質が配合されたポリカーボネート樹脂が広く用いられており、導電性を有するため、静電
気を帯びない。シリコンエピタキシャルウェーハ２０は基板収納容器ＦＯＵＰの容器本体
に接しているが、ポリカーボネート樹脂から熱可塑性エラストマー６が揮発することは実
質的になく、ポリカーボネート樹脂がシリコンエピタキシャルウェーハ２０に付着するこ
とも無い。その結果、シリコンエピタキシャルウェーハ２０の表面には、熱可塑性エラス
トマー６等の有機物が付着しない。
【００３９】
　次に、熱可塑性エラストマー６の付着していないシリコンエピタキシャルウェーハ２０
の表面をＳＰＶ法で抵抗率測定する（図１（ｅ）：抵抗率測定工程）。抵抗率測定の際、
シリコンエピタキシャルウェーハ２０は、第２の基板収納容器（例えば、ＦＯＵＰ）内か
ら測定機に移載される。通常、ＳＰＶ法による抵抗率測定の前処理として、シリコンエピ
タキシャルウェーハ２０の主表面に紫外線を照射してオゾンを発生させ、ウェーハの主表
面に自然酸化膜を形成させるが、本発明の清浄化工程で酸化膜が既に形成されているため
、紫外線照射を行う前処理を省略することができる。
【００４０】
　ＳＰＶ法による抵抗率測定において、まず、シリコンエピタキシャルウェーハ２０の主
表面にコロナ放電により静電気を帯電させる。エピタキシャル層２２がｐ型の場合、プラ
ス（＋）のコロナイオンをシリコンエピタキシャルウェーハ２０の主表面に形成されてい
る酸化膜の表面に付着させる。その結果、ｐ型エピタキシャル層の主表面に空乏層が形成
され、エピタキシャル層２２の抵抗率に応じて空乏層が拡がる。すなわち、付着したプラ
スのコロナイオンの電荷が一定の場合、エピタキシャル層の抵抗率が高いほど空乏層の幅
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は大きくなる。
【００４１】
　続いて、波長４５０ｎｍのパルス光照射（４０ＫＨｚ）を行い、照射によって起こるウ
ェーハ表面電位変化（ＡＣ－ＳＰＶ信号）を検出することにより、空乏層幅を測定する。
　強反転状態の空乏層幅は不純物濃度の平方根に反比例するので、空乏層幅は不純物濃度
に変換され、さらにＡＳＴＭ　ＳＴＡＮＤＡＲＤＳ　Ｆ７２３等の換算式により抵抗率に
換算される。
【００４２】
　上記のようにして、表面光起電力法を用いた場合でも、抵抗率の経時変化が抑制された
抵抗率測定を行うことができる。
【実施例】
【００４３】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
【００４４】
（比較例）
　直径３００ｍｍ、エピタキシャル層の抵抗率が約１０Ωｃｍのｐ型シリコンエピタキシ
ャルウェーハを、エピタキシャル成長を行った気相成長装置から取り出し、直ちに基板収
納容器ＦＯＳＢに収納した。そして、基板収納容器ＦＯＳＢ内にそれぞれ５ｍｉｎ（０．
０８３ｈｒ）、６ｈｒ、３０ｈｒの間収納した後、シリコンエピタキシャルウェーハを取
り出してＳＰＶ法による抵抗率測定を行った。
【００４５】
　このとき、基板収納容器ＦＯＳＢへの収納期間が、５ｍｉｎ、６ｈｒ、３０ｈｒの全て
の条件において、シリコンエピタキシャルウェーハに前処理として紫外線を照射してオゾ
ンを発生させ、その主表面に薄い自然酸化膜を形成させた。
【００４６】
　ＳＰＶ法による抵抗率測定は、シリコンエピタキシャルウェーハの主表面にコロナチャ
ージを実施し、波長４５０ｎｍのパルス光照射（４０ＫＨｚ）を行い、照射によって起こ
るウェーハ表面電位変化（ＡＣ－ＳＰＶ信号）を検出することにより、抵抗率を測定した
。シリコンエピタキシャルウェーハ中心部における、５ｍｉｎ収納後、６ｈｒ収納後、３
０ｈｒ収納後に測定した抵抗率はそれぞれ、９．３９Ωｃｍ、９．４８Ωｃｍ、９．５０
Ωｃｍであった。
【００４７】
　シリコンエピタキシャルウェーハを気相成長装置から取り出してから測定を開始するま
での経過時間と抵抗率との関係を図４に示す。図４に示すように、ＳＰＶ法による抵抗率
測定で得られた抵抗率は時間の経過とともに上昇した。
【００４８】
（実施例１）
　比較例と同時に作製した直径３００ｍｍ、エピタキシャル層の抵抗率が約１０Ωｃｍの
ｐ型シリコンエピタキシャルウェーハを、エピタキシャル成長を行った気相成長装置から
取り出し、直ちに基板収納容器ＦＯＳＢに収納した。そして、基板収納容器ＦＯＳＢ内に
３０ｈｒの間収納した後、シリコンエピタキシャルウェーハを取り出して、硫酸／過酸化
水素（ＳＰＭ）洗浄を施して熱可塑性エラストマーを酸化分解し、さらにアンモニア／過
酸化水素（ＳＣ－１）洗浄とリンスの後、スピン乾燥させて基板収納容器ＦＯＵＰに２０
時間収納した。
【００４９】
　シリコンエピタキシャルウェーハを基板収納容器ＦＯＵＰ内からＳＰＶ測定機に移載し
、比較例と同様にして抵抗率を測定した。ただし、前処理のオゾンによる自然酸化膜形成
は行わなかった。ＳＰＶ法によるシリコンエピタキシャルウェーハ中心部の抵抗率測定結
果は９．４０Ωｃｍであり、比較例における５ｍｉｎ収納後の抵抗率（９．３９Ωｃｍ）
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【００５０】
（実施例２）
　実施例１と同様にして、ＳＰＶ法による抵抗率測定を行った。ただし、熱可塑性エラス
トマーの除去は、シリコンエピタキシャルウェーハにオゾン添加超純水洗浄（オゾン濃度
１０ｐｐｍ）を施して熱可塑性エラストマーを酸化分解し、さらに超純水でのリンス後、
スピン乾燥させることで行った。
　ＳＰＶ法によるシリコンエピタキシャルウェーハ中心部の抵抗率測定結果は９．３５Ω
ｃｍであり、比較例における５ｍｉｎ収納後の抵抗率（９．３９Ωｃｍ）とほぼ同じであ
った。
【００５１】
（実施例３）
　実施例１と同様にして、ＳＰＶ法による抵抗率測定を行った。ただし、熱可塑性エラス
トマーの除去は、シリコンエピタキシャルウェーハにプラズマ処理を施して熱可塑性エラ
ストマーを酸化分解することで行った。
　ＳＰＶ法によるシリコンエピタキシャルウェーハ中心部の抵抗率測定結果は９．４４Ω
ｃｍであり、比較例における５ｍｉｎ収納後の抵抗率（９．３９Ωｃｍ）とほぼ同じであ
った。
【００５２】
　実施例１－３の抵抗率測定結果からわかるように、本発明のシリコンエピタキシャルウ
ェーハの抵抗率測定方法によれば、表面光起電力法を用いた場合でも、抵抗率の経時変化
を抑制することができる。
【００５３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００５４】
　１…外箱、　２…内箱、　３…パッキン、　４…蓋体、　５…押さえ体、
　６…熱可塑性エストラマー、　７…空乏層、　１０…ＦＯＳＢ、
　２０…シリコンエピタキシャルウェーハ、　２１…シリコン基板、
　２２…シリコンエピタキシャル層。
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